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使用済太陽光パネルに係るリサイクル制度の構築 

― 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案 ― 

 

 

山岸 千穂 

（環境委員会調査室） 

 

 

 

１．我が国における太陽光発電の導入拡大に係る経緯 

（１）太陽光発電の概要 

（２）太陽光発電の導入拡大の経緯 

２．使用済太陽光パネルのリサイクル制度構築に向けた検討 

 （１）使用済太陽光パネルの処分に係る現状 

 （２）ＦＩＴ制度導入後における政府の対応 

（３）地域からの再エネ発電設備への懸念の顕在化と政府における検討 

（４）使用済太陽光パネルのリサイクル制度の構築に向けた検討 

３．法律案の提出 

 （１）第217回国会への法律案提出の検討と見送り 

 （２）第221回国会への法律案の提出 

４．法律案の概要と主な課題 

 （１）法律案の概要 

 （２）主な課題 

 

 

１．我が国における太陽光発電の導入拡大に係る経緯1 
（１）太陽光発電の概要 

 太陽光発電は、太陽電池を利用して太陽の光エネルギーを直接的に電力に変換する発電

方式である。最小の単位となる太陽電池セルは、シリコンや化合物などの半導体で構成さ

れ、日射強度に比例して発電するが、電気を貯める機能は持たない。太陽光発電設備は、

太陽光パネル（太陽電池モジュール）を複数枚配列し（アレイ（図表１））、接続箱、集電

箱、パワーコンディショナー等を接続することにより構成される。 

 
1 本稿は 2026（令和８）年４月 14 日時点の情報に基づき執筆している（参照ＵＲＬの最終アクセス日も同日）。 
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太陽光パネルは、長期にわたり屋外で使用されることを前提に、ガラス・太陽電池セル・

バックシートが封止剤によって堅固に貼り合わされて構成されている（図表２）。太陽電池

の種類は大きくシリコン系、化合物系、有機物系に分類され、現在、世界で運用されてい

る太陽電池は、約 95％がシリコン系、約５％が化合物系となっている。なお、ペロブスカ

イト電池を含む有機系太陽電池は「次世代型太陽電池」とも呼称され、一部で商用化が実

現している2。 

 太陽光パネルのうち、フレームや太陽電池セルが含む有価な金属はリサイクルされてい

るが、重量の６割を占めるガラスについては板ガラスへの水平リサイクルが本格化してお

らず、その多くは路盤材3等へのダウンサイクルや埋立処分がなされている。また、鉛、ア

ンチモン、ヒ素等の有害物質を含むため、その処理に当たっては環境汚染を防止するため

の措置が必要となる。 

 

（２）太陽光発電の導入拡大の経緯 

太陽光発電は、我が国においては1970年代のオイルショックを契機として、省エネルギー

及び石油代替エネルギー確保の観点から開発・普及に係る取組が進められた。1990年代に

入ると国際的な環境問題として地球温暖化が浮上し、発電時にＣＯ２を始めとする温室効

果ガスを排出しない太陽光発電等の再生可能エネルギー（以下「再エネ」という。）の導入

拡大は有効な対策とされた。2012（平成24）年には、「再生可能エネルギー電気の利用の促

進に関する特別措置法4」（平成23年法律第108号）（以下「再エネ特措法」という。）に基づ

き固定価格買取制度5（以下「ＦＩＴ制度」という。）が開始され、以後、太陽光発電を中心

として再エネが急速に拡大した。 

 
2 例えば、ペロブスカイト太陽電池については、積水化学工業の子会社、積水ソーラーフィルムが、2026（令

和８）年３月に販売を開始した。（『日本経済新聞 電子版』（2026.3.27）） 
3 アスファルト舗装やセメントコンクリート舗装をするときに用いられる骨材。 
4 法制定時の名称は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」。2020（令和２）

年６月に成立した「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法

律」（以下「エネルギー供給強靱化法」という。）により、名称が改正された。 
5 企業や家庭が再エネで発電した電力を、予め定めた価格で一定期間、電力会社が買い取る制度。 

図表１ 太陽電池の単位 図表２ シリコン系太陽電池モジュールの構造 

（出所）『太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン』

（第三版）（令和６年 環境省環境再生・資源循環局総務課リサイ

クル推進室） 

（出所）中央環境審議会循環型社会部会太陽光発電設備リサイクル

制度小委員会・産業構造審議会イノベーション・環境分科会

資源循環経済小委員会太陽光発電設備リサイクルワーキン

ググループ合同会議（以下「合同会議」という。）（第１回）

（2024（令和６）年９月13日）資料３  
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太陽光発電の導入量は、2024（令和６）年度末において約7,985万kW（図表３）、我が国

の電源構成に占める割合は同年度時点において9.9％（速報値）6となっている。さらに、

「第７次エネルギー基本計画」（2025（令和７）年２月閣議決定）では、2040年度の我が国

の発電電力量に占める太陽光発電の割合について、23～29％程度とする見通しが示されて

おり、更なる導入拡大が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．使用済太陽光パネルのリサイクル制度構築に向けた検討 
（１）使用済太陽光パネルの処分に係る現状 

太陽光発電の主要設備である太陽光パネルは耐用年数が 20～30 年程度であることから、

2030 年代半ばに使用済太陽光パネルの排出量が急増することが予想されており、環境省は、

2040 年代に最大で年間約 50 万トン程度まで達すると推計している（図表４）。 

使用済太陽光パネルの処分に当たっては、現行制度においてリサイクル義務はなく、「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号）（以下「廃棄物処理法」とい

う。）に則し、太陽光パネルの解体を行う事業者の産業廃棄物等として適正処理が図られて

いる。しかしながら、重量の６割を占めるガラスについては、現状ではリサイクルより安

価な埋立処分が選択され7、十分なリサイクルが行われていないことが指摘されており、仮

に環境省の推計における排出量のピーク時の使用済太陽光パネルが全て直接埋立処分され

 
6 資源エネルギー庁「令和６年度（2024 年度）エネルギー需給実績（速報）」（2025（令和７）年 12 月 12 日） 
7 環境省の調査によれば、太陽光パネルの埋立処分に伴う中間処理＋最終処分の費用が約 2,100 円/kW となる

一方、リサイクル費用は 8,000～12,000 円/kW となっている。 

（出所）資源エネルギー庁ＨＰ「エネルギー動向（2025年６月版）」中、「2026速報版」 

図表３ 太陽光発電の国内導入量とシステム価格の推移 
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た場合、2023（令和５）年度の産業廃棄物の最終処分量 875 万トン8の約６％に相当し、最

終処分量の大幅な増加につながることが懸念されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ＦＩＴ制度導入後における政府の対応 

こうした懸念はＦＩＴ制度の導入時から示されており9、環境省は、2013（平成 25）年度

から経済産業省と連携し、有識者や関係事業者等による検討会を設置し、設備の適正な処

理方法・体制について検討を行うとともに、2015（平成 27）年６月に「太陽光発電設備等

のリユース・リサイクル・適正処分に関する報告書」を取りまとめ、2020（令和２）年ま

でのフェーズにおいてリサイクルシステムを構築することとした。また、2016（平成 28）

年３月、環境省は「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン（第一版）」

（以下「ガイドライン」という。）を策定し、既存の法制度や留意事項といった基本的な事

項を整理した。 

 しかし、2017（平成29）年９月、総務省から「太陽光発電設備の廃棄処分等に関する実

態調査」の結果が示され、災害時における損壊パネルによる感電や有害物質の流出への懸

念10、遮水設備のない処分場への埋立てなどの不適切な取扱い等が指摘されるとともに、環

境省及び経済産業省に対し、パネルの回収・適正処理・リサイクルシステムの構築につい

て、法整備も含め検討することが勧告された。 

これを踏まえ、環境省は2018（平成30）年12月にガイドラインを改定し11、損壊パネルの

取扱い等について追記し地方公共団体・事業者に対し周知するとともに、廃棄物処理法の

 
8 環境省「産業廃棄物の排出・処理状況等（令和５年度実績）」 
9 第 177 回国会の再エネ特措法案に対する衆参経済産業委員会の附帯決議では、「再生可能エネルギー発電設

備については、これらの耐用年数経過後において大量の廃棄物の発生を防ぐ観点から、設備のリサイクルシ

ステム構築等、早急に必要な措置を講ずること」とされていた。 
10 この点につき、環境省は、ガイドラインの改定に加え、2018（平成 30）年３月、「災害廃棄物対策指針」に

損壊パネル等の撤去における留意事項等を追記するなどの改定を行うとともに、各地方公共団体に対して周

知を行った。 
11 2024（令和６）年８月には、本文中記載の「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関

する検討会」の中間取りまとめを踏まえ、第三版を公表している。 

（出所）合同会議（第１回）（2024（令和６）年９月13日）資料３ 

図表４ 使用済太陽光パネルの排出量推計 



立法と調査　2026.4　No.483
73

5 

政省令を改正し、有害物質情報の伝達、管理型最終処分場12での処分の必要性等、採るべき

対応の具体化を図った。 

また、ＦＩＴ制度においては、廃棄等費用を想定して調達価格が算定されてきたが、実

際に廃棄等費用の積立てをしている事業者は２割以下にとどまり13、発電事業終了後の太

陽光発電設備の放置や不法投棄に対する懸念が一部地域から示されていた。このため、2020

（令和２）年６月、再エネ特措法が改正され、10kW以上の全ての太陽光発電のＦＩＴ・Ｆ

ＩＰ14等事業を対象とし、認定事業者に対して、原則として廃棄等費用の源泉徴収的な外部

積立を求める制度が創設された15。 

 

（３）地域からの再エネ発電設備への懸念の顕在化と政府における検討 

 2021（令和３）年10月、「第６次エネルギー基本計画」が閣議決定され、2050年カーボン

ニュートラルと2030年度の温室効果ガス46％削減（2013年度比。更に50％の高みを目指す）

という野心的な目標に向け、再エネの「最優先・主力電源化」とＳ＋３Ｅ（安全性＋エネ

ルギーの安定供給、経済効率性の向上、環境への適合）を同時に追求する方針が示された。 

一方、再エネの導入拡大に伴い、地域とのコミュニケーション不足、森林伐採や土地開発

等に伴う災害や環境への影響、再エネ設備の廃棄などへの懸念が指摘されるようになった。

このような背景の下、2022（令和４）年４月、「再生可能エネルギー発電設備の適正な導入

及び管理のあり方に関する検討会」（委員長：山地憲治地球環境産業技術研究機構（ＲＩＴ

Ｅ）理事長・研究所長）が設置され16、再エネ発電設備の適正な導入及び管理に向けた施策

の方向性が７回にわたり議論されるとともに、同年10月には提言が取りまとめられ、使用

済太陽光パネルの引渡し・リサイクルを促進・円滑化するための制度的支援や必要に応じ

た義務的リサイクル制度の活用等を検討することとされた。 

また、2023（令和５）年４月、再エネの発電設備の廃棄・リサイクルに関する対応の強

化に向けた具体的な方策について検討することを目的として、経済産業省及び環境省によ

り、「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関する検討会」（委員長：

髙村ゆかり東京大学未来ビジョン研究センター教授）が設置された。同検討会においては

７回にわたって議論が重ねられ、2024（令和６）年１月、中間取りまとめが示された。中

間取りまとめでは、「速やかに対応する事項」として、「再エネ特措法の新規認定申請時等

に含有物質情報の登録された型式の太陽光パネルの使用を求める」こと等を挙げるととも

に17、「新たな仕組みの構築や制度的な対応に向けて引き続き検討を深める事項」として、

 
12 埋立廃棄物の流出を防止する貯留構造であり、浸出水による地下水汚染を防止する遮水設備、浸出水を集め

る集水設備、埋立廃棄物から発生したガスを排除する設備等が備えられている最終処分場。 
13 2019（平成 31）年１月末時点。資源エネルギー庁において定期報告を基に再エネ特措法施行規則に基づく公

表制度対象（20kW 以上）について集計された（開示不同意件数も含む）。 
14 Feed-in Premium の略称。再エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一定のプ

レミアム（補助額）を上乗せすることで再エネ導入を促進する制度。2020（令和２）年成立のエネルギー供

給強靱化法による再エネ特措法改正により導入された。 
15 廃棄等費用積立制度。2022（令和４）年７月から積立てが開始されている。 
16 同検討会については、経済産業省・農林水産省・国土交通省・環境省が共同で運営し、総務省がオブザーバー

として参加した。 
17 2024（令和６）年４月には再エネ特措法の施行規則を改正し、認定事業者が新規の認定申請をする場合など
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「事業形態や設置形態を問わず」、「リサイクル、適正処理の費用が確保される仕組み」等

を示した。 

さらに、同年８月に閣議決定された「第五次循環型社会形成推進基本計画」、同年12月に

取りまとめられた「循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行加速化パッケージ18」等

においても、使用済太陽光パネルの義務的リサイクル制度の活用を含む新たな仕組みの構

築に向けた検討を進める旨の方針が示された。 

 

（４）使用済太陽光パネルのリサイクル制度の構築に向けた検討 

以上のような動きを受け、2024（令和６）年９月、「中央環境審議会循環型社会部会太陽

光発電設備リサイクル制度小委員会」（委員長：髙村ゆかり東京大学未来ビジョン研究セン

ター教授）及び「産業構造審議会イノベーション・環境分科会資源循環経済小委員会太陽

光発電設備リサイクルワーキンググループ」（座長：大和田秀二早稲田大学理工学術院名誉

教授）の合同会議（以下「合同会議」という。）において、太陽光発電設備に係るリサイク

ル制度の構築に向けた検討が開始され、９回にわたって審議が行われた。 

審議においては、リサイクル義務化により追加的に発生する費用負担を始め、関係事業

者間の責任分担をどのように整理するかが主要な論点の一つとなった。既存の個別リサイ

クル法、特に自動車や家電のリサイクルについては、使用者（所有者）が費用負担を負い、

製造業者等（製造業者及び輸入業者）は、拡大生産者責任19の考え方も踏まえて、リサイク

ルの実施等の物理的な負担を負っている（図表５）。このことから、使用済太陽光パネルに

ついても同様に、所有者に対し費用負担を求めることが検討されたが、既存の発電事業者

等に多大な負担を想定外に負わせることへの懸念が示された。同時に、製造業者等につい

ては、拡大生産者責任を踏まえリサイクルに係る何らかの負担を負うべきところ、海外の

製造業者が過半を占め20、廃棄時には倒産している例もあり、物理的な負担を負わせること

は困難であることから、費用負担を求めることが適当であるとされた。また、既設の太陽

光パネルの製造業者等から費用を回収することは困難であることから、今後上市する設備

の製造業者等の負担により、制度の開始以降に排出される使用済太陽光パネルのリサイク

ル費用を賄うこととされた。 

こうした議論の結果を踏まえ、2025（令和７）年３月、中央環境審議会から環境大臣に

対し、「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について」が、意見具申された。意見具

申では、一定の技術を有する太陽光パネルのリサイクル事業者の認定制度を創設するとと

もに、同制度における認定事業者への使用済太陽光パネルの引渡し等を解体業者等に対し

て義務付けることとした。その上で、リサイクル費用については、太陽光パネルを上市し

 
に含有物質情報の登録がある太陽光パネルの使用を義務付けた。 

18 2024（令和６）年 12 月 27 日 循環経済に関する関係閣僚会議決定 
19 生産者が、自ら生産する製品について、生産・使用段階だけでなく、その生産した製品が使用され、廃棄さ

れた後においても、当該製品の適正なリサイクルや処分について一定の責任を負うという考え方であり、物

理的責任と金銭的責任が含まれるものとされている。 
20 日本企業の国内における太陽光パネルの出荷割合は、導入のピークであった 2015（平成 27）年の第一四半

期に約 67％であったが、割合は徐々に落ち込み、2025（令和７）年の同期における日本企業の太陽光パネル

の総出荷量に占める出荷割合は約 35％となっている（（一社）太陽光発電協会「出荷統計」参照）。 
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ようとする製造業者等に納付を義務付ける等により確保することとした。また、解体・撤

去から埋立処分等までの解体等費用は設備の所有者が負担することとし、第三者機関によ

りリサイクル費用及び解体等費用を管理することとした。 

 

 

 

３．法律案の提出 
（１）第217回国会への法律案提出の検討と見送り 

環境省及び経済産業省は、上記の意見具申を踏まえ、制度の具体化に向けた立案作業を

進めるとともに、2025（令和７）年の常会への法案提出を目指したが、同年５月、浅尾慶

一郎環境大臣（当時）は、既設の太陽光パネルのリサイクルにつき、今後敷設する太陽光

パネルの事業者に費用負担を負わせるとした点について、法制的な観点からさらに検討が

必要との指摘等を内閣法制局から受けたとして、これを見送ることを表明した21。さらに、

同年８月、同大臣は、「制度の根幹となるリサイクル費用の負担の考え方に関しては、審議

会の意見具申では拡大生産者責任を踏まえ製造業者等に負担を求めることとされている一

方で、他のリサイクル関連法制では所有者の負担とされていることとの整合性等の論点に

ついて、内閣法制局とも相談しながら法制的な観点から検討を進めてきた」とした上で、

「太陽光パネルの埋立処分とリサイクルの費用の差額が現状では大きい中で、自動車や家

電等の他の製品と異なり、太陽光パネルのみ製造業者等に差額を負担させてリサイクルを

義務化することについて、現時点では合理的な説明が困難との整理に至」ったとし、制度

案の見直しを視野に入れて検討作業を進めるとした22。また、この方針は、同年10月に就任

した石原宏高環境大臣の下でも引き継がれた23。 

 
21 環境省「浅尾大臣閣議後記者会見録 令和７年５月 13 日（火）」<https://www.env.go.jp/annai/kaiken/ka

iken_00308.html> 
22 環境省「浅尾大臣閣議後記者会見録 令和７年８月 29 日（金）」<https://www.env.go.jp/annai/kaiken/ka

iken_00317.html> 
23 第 219 回国会参議院予算委員会（令 7.11.12）杉尾秀哉議員の質問に対する答弁。 

図表５ 個別リサイクル法におけるリサイクル費用の負担 

（出所）合同会議（第８回）（2024（令和６）年12月16日）参考資料２ 
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他方、一部の太陽光発電事業に関し、地域との軋轢が問題となる事案24が生じていること

を踏まえ、2025（令和７）年９月、政府は関係省庁連絡会議を開催し、太陽光発電事業の

実施に当たり、様々な公益との調整を行う関係法令について、その適用状況等の総点検と

実効的な規律のあり方等の検討に着手した。同年12月には、不適切な大規模太陽光発電事

業について関係法令に係る総点検を関係省庁において行い、その結果に基づき措置すべき

施策を取りまとめたものとして、「大規模太陽光発電事業（メガソーラー）に関する対策

パッケージ25」が策定され、太陽光パネルの適切な廃棄・リサイクルの確保についてもこれ

ら施策の一つとして推進することとされた26。 

 

（２）第221回国会への法律案の提出 

2026（令和８）年１月、環境省及び経済産業省は、合同会議を改めて開催し、新たな法

制度案を示した。両省は、現時点では使用済太陽光パネルの埋立処分費用とリサイクル費

用との差額が大きく、全国的な処理体制も構築途上にある中で、まずは効率的にリサイク

ルが可能な多量の事業用太陽光パネルの排出者等から段階的に規制を強化することが実効

的な道筋であるとした。あわせて、より多くの者が経済合理的にリサイクルを実施できる

環境整備を図りつつ、将来的に太陽光パネルの幅広い排出者等にリサイクルを義務付ける

ことを目指すとした。その上で、具体の制度としては、使用済太陽光パネルの排出を抑制

するとともに、リサイクルを総合的かつ計画的に推進するため、国が基本方針を策定した

上で、収益事業に使用した太陽光パネルの排出等27をしようとする事業者に対し、国が定め

る判断基準に基づくリサイクルの取組（国による指導・助言の対象）を求めるとした。そ

の中でも、多量の使用済太陽光パネルの排出等をしようとする事業者に対しては、排出実

施計画の事前届出（国による勧告・命令の対象）を義務付けるとした。また、費用効率的

なリサイクル事業者を認定する制度の創設により、全国的に継続的かつ安定的な処理がで

きる体制の構築を促すほか、製造業者等に対して環境配慮設計の取組や太陽光パネルの含

有物質に関する情報提供等の責務を課し、使用済太陽光パネルの排出抑制、リサイクルの

容易化・費用低減の促進を図るなどとした。 

同案を踏まえ、①国による基本方針の策定、②多量の「事業用太陽電池」の廃棄をしよ

うとする者（太陽光発電事業者等）への規制、③費用効率的なリサイクルを促進するため

のリサイクル事業者への措置、④製造・輸入業者及び販売業者に対する措置等を講ずる「太

陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」が、2026（令和８）年４月３日、閣議

 
24 例えば、北海道釧路市では、近年メガソーラー建設が相次ぎ、周辺住民等からは環境破壊、災害リスクの増

加等が懸念されている。釧路市は「ノーモアメガソーラー宣言」、「釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関

する条例」の制定などの対応を行っているが、事業者側が規制を逃れるために条例の施行前に着工を強行す

るなど、問題の解決は困難な状況となっている。 
25 2025（令和７）年 12 月 23 日 大規模太陽光発電事業に関する関係閣僚会議決定 
26 具体的には、既存制度の厳格な運用及び実効的な制度整備を進めるとともに、リサイクル費用低減に向けた

技術開発や、リサイクル設備の導入等への支援を行うこととされている。 
27 ここでの「排出等」とは、排出又は太陽光発電設備からの取り外しに係る工事若しくは作業の発注をいい、

他の者から当該工事又は作業を受注して行う排出を除くとされたが、法律案においては、「廃棄」と定義する

こととされた（後掲）。 
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決定され、同日、第221回国会に提出された。 

 

４．法律案の概要と主な課題 
（１）法律案の概要 

ア 対象となる太陽光パネル 

本法律案においては、対象となる太陽光パネル（条文上は「太陽電池」）について、本

法律案の主要な目的が最終処分量の減量であり、特に重量（容量）が大きく燃焼による

減量が困難なガラスのリサイクルが重要となることを踏まえ、太陽光を電気に変換する

機器のうち、「板状であり、かつ、ガラスを材料として使用した部品を含む機器であって、

その重量が政令で定める重量以上のものに限る」こととしている。この定義について、

環境省は、多くのシェアを占めるシリコン系の太陽光パネル（図表６）を念頭に置きつ

つ、一部リサイクルが実施可能な化合物系の太陽光パネルについても検討していくと説

明している28。 

 

また、「事業用太陽電池」は、「収益事業において使用されているもの又は使用されて

いたものをいう」とし、「収益事業」については、太陽光発電事業者の売電、工場や事業

所等における製品の製造、商業施設の運営、住宅における売電等が想定されている29。 

さらに、「太陽電池の廃棄」とは、「太陽電池廃棄物」の処分の方法を選択し、自ら排

出又は太陽光発電設備からの取り外しに係る工事若しくは作業を行わせて排出させるこ

とをいうこととされている。 

イ 国による基本方針の策定等 

本法律案において、主務大臣（環境大臣及び経済産業大臣）は、「太陽電池の廃棄の抑

 
28 合同会議（第 10 回）（2026（令和８）年１月 23 日)議事録。また、次世代型のペロブスカイト太陽電池につ

いては、リサイクルの経済合理性も踏まえながら、リサイクルの推進に向けた在り方を引き続き検討するこ

ととしている。 
29 合同会議（第 10 回）（2026（令和８）年１月 23 日)議事録 

（出所）環境省報道発表資料「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案の閣議決定について」（2026（令和８）年 
４月３日）別添６ 「【参考資料】太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案について」 

図表６ 太陽光パネルの種類 



立法と調査　2026.4　No.483
78

10 

制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を総合的かつ計画的に図るための基本的な方

針」を定めることとしており、この中で、国、地方公共団体、「太陽電池廃棄者」等の役

割、リサイクル目標、施設整備の促進、費用低減・技術開発等の施策の方向性を明示す

ることとしている。また、「太陽電池廃棄者」の責務として、使用済太陽光パネルの処分

の方法について、リサイクルを含め適切に選択するよう努めることとされている。 

ウ 事業用太陽電池の廃棄をしようとする者への規制等 

太陽光発電事業者については、現状、実質的にリサイクルを検討していない例が多い

ことが明らかとなっている30。こうしたことを踏まえ、本法律案において、主務大臣は、

「事業用太陽電池廃棄者」が「事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物

の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置」について、判断基準を定めるとともに、

必要な指導及び助言をすることができることとしている。これにより、「事業用太陽電池

廃棄者」には、処分の方法を適切に選択するための検討、これに必要な情報の収集、整

理、分析及び評価を行うこと等が求められる。 

また、廃棄しようとする太陽光パネルの重量が政令で定める要件に該当する「多量事

業用太陽電池廃棄者」については、廃棄に当たって、主務大臣への「多量事業用太陽電

池廃棄実施計画」の届出が義務付けられ、同計画において判断基準に示された事項に沿っ

た取組の実施が求められる。「多量事業用太陽電池廃棄者」は、原則として、届出の受理

から30日を経過した後でなければ、同計画に記載された事業用太陽光パネルの廃棄に関

し、排出等してはならないこととされている。さらに、主務大臣は、同計画が判断基準

に照らして著しく不十分であると認めるときは、届出をした者に対し、同計画の変更等

について勧告及び命令ができることとされている（図表７）。 

 

 

 

 

 

エ 費用効率的なリサイクルを促進するための措置 

  全国の使用済太陽光パネル専用のリサイクル施設は、2025（令和７）年11月時点で87

件、その処理能力の合計は年間約13万トンであり、徐々に設備の導入が進んでいるもの

の、８府県には施設が存在せず、その他の地域でも今後の排出見込量に対して処理能力

が不足している（図表８）。 

 
30 合同会議（第５回）（2024（令和６）年 10 月 29 日)資料３ 

図表７ 「多量事業用太陽電池廃棄者」による使用済太陽光パネルの廃棄までの流れ 

（出所）環境省報道発表資料「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案の閣議決定について」（2026（令和８）年 
４月３日）別添６ 「【参考資料】太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案について」 
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こうしたことを踏まえ、広域的かつ効率的なリサイクル事業を促進するため、本法律

案に基づく「太陽電池廃棄物再資源化等事業（収集・運搬・処分を含む）」を行おうとす

る者は、「太陽電池廃棄物再資源化等事業計画」を作成し、主務大臣の認定を申請するこ

とができることとされている。同計画を認定された認定事業者は、廃棄物処理法の規定

による許可を受けないで、同事業を実施することができることとされている。また、認

定事業者は、廃棄物処理法の規定にかかわらず、政令で定める基準に従って、同事業を

行うこととされている。 

さらに、本法律案は、使用済太陽光パネルの少量・散発的・散在的な排出又は大量の

排出等に対応するため、認定事業者による積替保管や保管の数量の上限について、特例

措置を講ずることとしている31。 

 

 

オ 製造業者等に対する措置 

  一般的に製造業者は、製品の情報を最も多く保有する立場にあることから、太陽光パ

ネルの製造業者が、①製品の製造段階における環境配慮設計、②リサイクル等に必要な

情報提供を行うことは、使用済太陽光パネルの排出抑制とリサイクルの容易化・費用低

減の促進に当たり重要となる。これを踏まえ、本法律案においては、太陽光パネルの製

造業者、輸入業者及び販売業者に対し、①及び②の取組を求めることとしている32。 

 
31 廃棄物処理法施行令においては、産業廃棄物の積替えに係る保管について、産業廃棄物の保管の場所におけ

る１日当たりの平均的な搬出量に７を乗じた数量を超える数量を保管してはならないとしている（廃棄物処

理法施行令第６条第１号ホ）。また、産業廃棄物の処分等に係る保管について、廃棄物処理施設の１日当たり

の処理能力に 14 を乗じた数量を超える数量を保管してはならないとされている（廃棄物処理法施行令第６

条第２号ロ（３））。 
32 なお、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（平成３年法律第 48 号）における指定再利用促進製品に太

図表８ 使用済太陽光パネルリサイクル施設の処理能力とピーク導入量 

（出所）環境省報道発表資料「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案の閣議決定について」（2026（令和８）年 
４月３日）別添６ 「【参考資料】太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案について」 
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カ 制度の見直しに向けた検討 

  本法律案においては、最終処分場の残余年数、リサイクル費用の状況等を勘案して、

使用済太陽光パネルの幅広い廃棄に関係する者を対象とした義務付けを検討し、制度を

見直すこととされている。 

 

（２）主な課題 

ア 「多量事業用太陽電池廃棄者」等の仕組みに係る効果的な制度設計の必要性 

「多量事業用太陽電池廃棄者」については、いわゆる「メガソーラー」を念頭に置い

ているとの報道もある33。１MW（1,000kW）程度以上の出力を持つ大規模な太陽光発電設

備は、ＦＩＴ制度導入直後、毎年度の導入量全体（10kw以上に限る）の約３～５割を占

めており（図表９）、これらを規制対象とすることにより排出量の相当程度をカバーする

ことが可能となる。他方、短期間に膨大な量が排出されれば処理施設がひっ迫しリサイ

クル費用の変動等も生じる可能性があることから、リサイクル体制の整備状況等を勘案

しつつ、効果的にリサイクルが選択されるよう制度設計をしていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

  

「事業用太陽電池廃棄者」については、「多量事業用太陽電池廃棄者」を除き、その取

組状況について、本法律案に基づき国が直接的に把握するための仕組みはない。このた

め、ＦＩＴ制度等、他の法制度等とも連携しつつ、実効性を確保していく必要がある。

また、カーボンニュートラル実現に向けた企業等における再エネ電気の需要の高まりに

応じ、いわゆる「非ＦＩＴ」の設置・稼働も増加していることから34、リサイクルに関わ

る主体と効果的に連携しつつ、取組状況を国が的確に把握するための仕組みの構築が求

められる。 

  イ リサイクル体制の構築に向けた国による調査・情報整備等による支援の必要性 

リサイクル体制の構築に向けては、当面の間、散発的に発生する使用済太陽光パネル

を効率的に回収するための取組が求められる。この点、福岡県においては、2018（平成

 
陽光パネルを指定し、判断基準に基づいた環境配慮設計の取組を推進する方針が示されている。 

33 『読売新聞』（2026.4.6） 
34 経済産業省総合エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会 再生可能エ

ネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（第 73 回）（2025（令和７）年５月 27 日）資料１によ

れば、2020（令和２）～2023（令和５）年度の累積で非ＦＩＴの太陽光発電の導入量は約 126 万 kW と推計さ

れている。現行制度では、ＦＩＴ制度を利用している場合、国民が再エネ賦課金を負担しているため環境価

値が付与されない。他方、企業間では、事業活動に必要な電力の 100％を再エネで賄おうとする取組が進ん

でおり、非化石証書により 100％再エネ由来と証明できる非ＦＩＴの電力を調達する企業が増えている。 

図表９ 太陽光発電の年度別・規模別の導入容量  
                                （単位：MW（件）） 

※2025（令和７）年３月末時点 

（出所）経済産業省調達価格等算定委員会（第110回）（2026（令和８）年１月７日）資料１より抜粋  
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30）年度から、使用済太陽光パネルのリユース・リサイクルに係る取組を実施するとと

もに、「廃棄太陽光パネルスマート回収システム」を開発し、2021（令和３）年度から運

用を開始している。同システムは、排出事業者、収集運搬業者及びリサイクル業者等が、

廃棄パネルに関する情報（保管量、保管場所、種類）をクラウド上の支援ソフトで共有

し、点在する廃棄パネルを効率的に回収、リサイクルする仕組みであり、こうした事例

の全国的な展開が期待される。 

また、同県は、地域ごとの使用済太陽光パネルの排出量について、地方公共団体単独

での推計が難しいことから、国における排出量推計の更なる精緻化と都道府県別の排出

量の推移等の情報整備の必要性を指摘している35。使用済太陽光パネルのリサイクル体

制の整備に当たっては、排出量の急増に対応しつつ、その後の減少も見据えて過剰投資

を防ぐ必要があり、排出量の精緻な予測に基づき、保管施設等も活用した柔軟な対応が

重要となる。本法律案においては、国の責務として、リサイクルの実施に関する情報の

収集、整理及び活用等を掲げているが、地方公共団体や民間事業者等、関係主体の事業

実施と投資判断にも資する迅速かつ有効な情報の整備及び提供が求められる。 

ウ リサイクルシステムの構築に向けた継続的な取組の重要性 

  本法律案の附則においては、最終処分場の残余年数、リサイクル費用の状況等を勘案

して、使用済太陽光パネルの幅広い廃棄に関係する者を対象とした義務付けを検討し、

制度を見直すこととされている。合同会議においては、拡大生産者責任の重要性を踏ま

え、見直しに当たって、リサイクルの義務付けの対象を拡大し製造業者を含める必要性

も指摘された36。国外に目を向ければ、ＥＵ（欧州連合）は、2012年から、「ＷＥＥＥ（電

気・電子機器廃棄物）指令」において、拡大生産者責任を踏まえ、製造業者等に使用済

太陽光パネルのリサイクル義務を課しており、ＥＵ各国は同指令に基づき国内法を整備

している。また、韓国においても拡大生産者責任を踏まえた使用済太陽光パネルのリサ

イクルに関する取組を実施している37。 

太陽光発電の導入拡大は、我が国の最重要課題である気候変動対策の柱の一つであり、

昨今の不適切な大規模太陽光発電事業（メガソーラー）に端を発する地域住民の太陽光

発電への不安を払拭すべく、使用済太陽光パネルのリサイクルシステムの導入と不断の

見直し、関係する主体を広く巻き込んだ実効性の向上は不可欠である。本法律案の見直

しに向けた道筋について、早期に明確化を図るとともに、国際的な動向も注視しつつ、

更なる規制の強化に資する政府の積極的かつ継続的な取組が求められる。 

 

（やまぎし ちほ） 

 
35 再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関する検討会（第２回）（2023（令和５）年５19

日）資料２ 
36 合同会議（第 10 回）（2026（令和８）年１月 23 日)議事録。大塚直委員のコメント 
37 再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関する検討会（第１回）（2023（令和５）年４月

24 日）資料３ 


